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血液透析を行われた 

患者さんへ 
成田赤十字病院では下記の研究を行っています。 

この研究は、成田赤十字病院倫理委員会の審査または確認を受け、院長の許可を得て行っているものです。 
１.研究の名称 基礎腎機能が良好で急性腎障害により一時的な血液透析を必要とする非 ICU 患者の後

ろ向き分析 

２.研究の対象となる方 2020 年 1 月～2024 年 12 月の間に当院で急性腎障害のため血液透析を行われた方の

うち、元々の腎機能が良好であった方 
３.研究の目的 

①試料・情報の利用目的 

この研究では、元々の腎機能が比較的に保たれていたにも関わらず、急激な腎機能

低下より血液透析を要した方を対象として、その後の腎機能の推移や透析離脱可能

であったかなど調べることが目的です。 
４.研究の方法 

①試料・情報の利用方法（他
の機関へ提供される場合はそ
の方法を含む。） 
⑤提供する試料・情報の取得
の方法 

この研究では、診療のときに記録した電子カルテ内のデータを用いて、検査データ

や入院中の経過や透析記録、退院時の状態（透析離脱・死亡・退院形態）、退院後

の経過などを解析しました。 

５.研究に用いる試料・情

報の項目 

②利用し、又は提供する試
料・情報の項目 

・年齢、性別、身長、体重、BMI、入院形態（緊急入院か予定入院か）、入院診療

科 

・既往歴：糖尿病、高血圧、心疾患、肝疾患、慢性腎臓病の有無、がんの既往・活

動性悪性腫瘍、他の重要な合併症（COPDや認知症など）など 

・入院時データ：血清Cre、eGFR、尿量、BUN、Alb、CRP、原疾患（腎機能低下の契

機となった疾患）など 

・入院から透析導入までの日数、腎機能低下の原因の分類（腎前性・腎性・腎後

性）、腎機能低下のKDIGO分類、透析導入直前のCre、BUN、Alb、CRP、尿量、導入

理由など 

・透析関連項目：透析導入日、透析膜、血流量、透析時間、透析回数、透析中の合

併症（血圧低下・不整脈など）、透析導入後のICU転棟の有無とその理由、透析導

入時の血清Creと尿量、透析離脱までの日数、維持透析移行の有無など 

・退院後1か月、6か月後、1年後の血清Cre、eGFRなど 
６. 使用開始予定日 

③利用又は提供を開始する予
定日 

2026 年 2月 25 日 
 

７.当院院長の氏名 

④試料・情報の提供を行う機
関の名称及びその長の氏名 

成田赤十字病院 院長 青墳 信之 

８.研究組織 

⑥提供する試料・情報を用い
る研究に係る研究責任者（多
機関共同研究にあっては、研
究代表者）の氏名及び当該者
が所属する研究機関の名称 

研究責任者：成田赤十字病院 腎臓内科 面 大地 

 

⑦利用する者の範囲 
⑧試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 記載不要 
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９.研究への不参加の自由

について 

⑨研究対象者等の求めに応じ
て、研究対象者が識別される
試料・情報の利用又は他の研
究機関への提供を停止する旨 
⑩研究対象者等の求めを受け
付ける方法 

情報がこの研究に用いられることについて、患者さんもしくは患者さんの代理人の

方から不参加のお申し出があった場合は研究対象としません。不参加のご判断をさ

れた場合は下記の「連絡先」までお申出ください。（不参加のお申し出があった場

合でも、今後の治療で決して不利益を受けることはありません。） 

但し、学会や論文で発表した後などご連絡をいただいた時点で既に研究成果公表済

の場合は、情報の削除ができない場合もありますのでご理解ください。 

また、研究から得られた個別の結果については原則としてお答えいたしませんが、こ

の研究について、より詳細な内容をお知りになりたい場合は下記の「連絡先」までご

連絡ください。 
10.外国に試料・情報を提

供する場合 

⑪外国にある者に対して試
料・情報を提供する場合に
は、１⑹イに規定する情報 

■ 外国への試料・情報の提供なし 

□ 外国への試料・情報の提供あり 

試料・情報を提供する国名： 

提供する国における個人情報の保護に関する制度： 

当院研究責任者が講ずる個人情報保護措置： 

11.連絡先 本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さ
い。 

成田赤十字病院 
研究責任者：腎臓内科 面 大地 
住所：〒286-8523 千葉県成田市飯田町90番地1 
電話番号：0476-22-2311（代） 

※本研究計画書中の①～⑪は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス（令和６年
４月１日一部改訂； 「生命指針ガイダンス」と記載する）「第８ インフォームド・コンセントを受ける手続
等」「６ 研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項」に対応している。 

以上 


